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デジタル・グリーン分野及びこれに関連する分野（以下、成長分野等）の業務に従事させ

る事業主が、就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材育成や職場定着に

取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

１． 下記①～④のすべてに該当する事業主です。

① 上記対象労働者種別に対応する特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満た

すこと。

→詳細は各コースのページをご確認ください。

② 対象労働者を、次のいずれかの成長分野等の業務に従事させる事業主であること。

・デジタル化、DX化関係業務 ・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務

③ 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと。

④ ②と③についての計画書と報告書を提出すること。

「成長分野等の業務に従事させる事業主」に該当するかどうかは、対象労働者に従事させる業務の内容

で判断します。

デジタル、DX 化やグリーン、カーボンニュートラル化に資する業務（以下、成長分野等の業務）に

従事させる場合が対象です。該当・非該当の考え方は以下のとおりです。

特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）

「成長分野の業務に従事させる事業主」の判断基準

対象となる事業主

援）を受けている者であること

（２）（１）①～③の支援を各３か月あるいは（１）①及び②又は（１）①及び③の支援を通算して

３か月を超える期間受けており、雇入れ日現在において、就労支援の期間内であること

※地方公共団体とハローワークにおいて定める就労支援の期間または地方公共団体が定め

る就労支援の期間のことです。詳しくは、ハローワークにおたずねください。

（３）ハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介の時点で失業の状態にある者

（４）雇入れ日現在において、満６５歳未満の者であること

２．支給額

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額

短時間労働者以外
60 万円

（５０万円）

1 年

（1 年）

30 万円 × 2 期

（25 万円 × 2 期）

短時間労働者
40 万円

（30 万円）

1 年

（1 年）

２0 万円 × 2 期

（１5 万円 × 2 期）

※（ ）内は中小企業以外の事業主に対する支給額になります。

※主な要件を記載しています。詳細は下記でご確認ください。

インターネット：厚生労働省 HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」

沖縄労働局 HP 「助成金について」

パンフレッ ト：雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)



45 問い合わせ先

SmileSmile

事業所管轄のハローワーク・沖縄助成金センター

■該当する代表的な業務例

※厚生労働省ウェブサイトに該当/非該当の参考事例集を掲載しています。

※少しでも成長分野等の業務を行えばよい、少しでも要素が入っていればよいというものでは

なく、対象労働者が従事する業務の主たる部分が成長分野等の業務に該当するといえる必要が

あります。

１．対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が 支給対象期（６か月）ご

とに支給されます。

・（ ）内は、中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。

・短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20 時間以上 30 時間未満の労働者をいいます。

【短時間労働者以外】

対象労働者及び支給額
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【短時間労働者】

※主な要件を記載しています。詳細は下記でご確認ください。

支給申請の手続き

インターネット：厚生労働省 HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」

沖縄労働局 HP 「助成金について」

パンフレッ ト：雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

■該当する代表的な業務例

※厚生労働省ウェブサイトに該当/非該当の参考事例集を掲載しています。

※少しでも成長分野等の業務を行えばよい、少しでも要素が入っていればよいというものでは

なく、対象労働者が従事する業務の主たる部分が成長分野等の業務に該当するといえる必要が

あります。

１．対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が 支給対象期（６か月）ご

とに支給されます。

・（ ）内は、中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。

・短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20 時間以上 30 時間未満の労働者をいいます。

【短時間労働者以外】

対象労働者及び支給額


